
令和 2年（2020年）9月 1日 

吹田市立図書館広告掲載物品無償提供事業者募集要項 

（ブックスタート用袋） 

１．目的 

吹田市立図書館でブックスタート用図書を配付する際に使用する袋を、民間企業等より広告掲載物品

として無償提供を受けることで経費の節減に努め、市民サービスの向上と地域経済の活性化を図ること

を目的とし、吹田市広告掲載要領、吹田市広告掲載基準及び吹田市立図書館における広告掲載物品の無

償提供に関する取扱要領（以下「取扱要領」という。）に基づき、次のとおり事業者を募集します。 

２．無償提供していただくもの 

「ブックスタート絵本配付用袋」 

生後4か月から1歳未満の子供に、絵本を1冊配付しています。配付用の袋は、子育て中の保護者の方に

手渡されますので、育児、子供を対象としている分野の事業者の方に大きな広告宣伝効果が得られます。 

平成30年度配付冊数 2,635冊（対象者3,292人 配付率80％） 

令和元年度配付冊数 2,293冊（対象者3,006人 配付率76％） 

３．提供希望部数 

  3000部～9000部の間で、応募事業者任意の部数。 

※ 3000部の場合、配付期間は最短1か年（ただし在庫がなくなるまでは配付） 

     9000部の場合、配付期間は最短3か年（ただし在庫がなくなるまでは配付） 

４．配付期間 

令和 2年 9月 30日（水）までの応募者については、同年 11月 1日（日）から配付を開始し、終了時

期は当該物品の配付が完了するまでとします。配付後の使用期間は、当該物品を受け取った利用者によ

るものとします。 

※ 同年 10月 1日（木）以降の応募者については応相談。 

５．配付場所 

   吹田市立図書館全館（室）及び自動車文庫 

６．規格・仕様 

 内     容 注  意  等 

材質 紙もしくは天然繊維の布 色の指定なし（白・黒以外）。 

サイズ 
A4サイズが入る大きさ 

（縦約440mm～横約290mm） 

寸の短い方に持ち手。紐状でもくり抜いた形でも

可。マチはなくても可。 

刷り色 1色（多色刷の場合は応相談） 
色の指定なし。ただし、袋の生地の色とコントラ

ストの弱い色は不可。 

広告掲載場所 袋表面（A4縦） 下1/4 
袋表面中央に指定の画像と文字を印刷。 

指定の画像・文字の配置は中央。 

  ※ 袋にちらしを入れていただくことも可能です。ちらし、またはちらしを封入した袋等（重さ100g以下で、ブッ

クスタート絵本配付用袋に入るもの）に、指定の画像と文字を印刷し、袋とは分けて納入してください。配付期間

中にちらし掲載内容の変更がある場合は、事前に変更内容の審査を受けてください。 

   指定文：（指定画像）×××（事業者名）は「吹田市のブックスタート事業」を支援しています。 



７．広告掲載できないもの 

取扱要領第 4条に該当する広告は掲載できません。 

８．募集期間 

令和 2 年 9 月 1 日（火）から先着順に受け付けします。同日に複数の申込みがあった場合は、第 10

項の決定方法に基づき決定します。 

   ※ 9月 1日以前に届いた申出書については、全て 9月 1日付の受付け分として取り扱います。 

９．申込方法 

（１）図書館 HPから、「吹田市立図書館広告掲載物品無償提供申出書兼誓約書」をダウンロードし記入・

捺印のうえ、広告内容（掲載広告のイメージ）と、事業内容等の概要がわかる資料（ちらしを入れ

る場合はその資料も）を添付して、第 14項の提出先まで郵送にてお申し込みください。 

（２）1事業者につき申込みは１件までとします。 

（３）申込みにあたっては、以下の要領等を熟読してください（図書館 HP上に掲載）。 

「吹田市広告掲載要領」「吹田市広告掲載基準」「取扱要領」 

１０．提供事業者の決定方法 

（１）吹田市立中央図書館において、提供物品の受入れの可否に関して取扱要領第 5 条に基づき審査し、

その結果を文書で通知します。 

（２）応募多数の場合、取扱要領第 5条第 1項及び第 2項の審査で判断ができなければ、抽選にて決定し

ます。（取扱要領第 5条第 3項）（抽選の日程については対象者にのみ通知。委任状の取扱いあり） 

（３）提供受入決定後の手続きについては、受入決定通知書に記載します。 

１１．提供物品納入期限 

指定された期日までに、中央図書館臨時事務所（吹田市岸部中 1-15-1）ほかの指定した場所に、一括

で納品してください。 

１２．配付の中止 

   提供事業者が取扱要領第 4 条の規定に該当すると判明した場合は、配付期間中であっても配付を中止

します。 

１３．その他 

 （１）提供事業者は広告の内容等掲載した広告に関する一切の責任を負うものとします。 

（２）第三者から広告に関して損害を被った旨の賠償請求がなされた場合は、提供事業者の責任及び負担

において解決するものとします。 

１４．提出先及びお問合せ先                     ※ 指定画像 

 吹田市立中央図書館 臨時事務所 総務・企画グループ 

住所：〒564-0002 吹田市岸部中 1-15-1 

電話：06-6387-0072  FAX：06-6339-7144 

E-mail：s0006@ma.lib.suita.osaka.jp 

（件名を「BS袋の件」としてください） 

  ※ 上記の施設利用を変更する可能性があるため、11月 

以降の申込みは、上記までお問い合わせの上、申込 

書をご郵送ください。 


